
うるま市告示第２１９号 

うるま市路線バス運行継続支援金交付要綱を次のように定める。 

  令和４年９月８日 

うるま市長 中村 正人  

   うるま市路線バス運行継続支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症によりバス利用者が減少し、燃料費高

騰のあおりを運賃に転嫁できず、危機的な経営状況に陥る中、市民の欠かすことので

きない移動手段として継続して運行をしている路線バス事業者を支援するため、予算

の範囲内においてうるま市路線バス運行継続支援金（以下「支援金」という。）を交付

することについて、うるま市補助金等交付規則（平成１７年うるま市規則第４７号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。 

（２） 路線バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イ

に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。 

（支援金の交付の対象となる者） 

第３条 支援金の交付対象となる路線バス事業者（以下「交付対象事業者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 新型コロナウイルス感染症発生後も運行を継続し、かつ、うるま市域内を運

行する系統（以下「対象系統」という。）を有する路線バス事業者 

（２） 令和３年９月１日から令和４年８月３１日までの期間において、新型コロナ

ウイルス感染症拡大に起因して路線別の売上高が新型コロナウイルス感染症拡大に

よる売上高への影響が出る以前（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

とする。）に比して売上高が減少している月が１月でもある路線バス事業者 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、交付対象事業者が有している対象系統のうち、うるま市生活バ

ス路線確保対策補助金交付要綱（平成２４年うるま市告示第１４７号）により、令和３

年度内に当該要綱に規定する補助金の交付を受けた路線を除いたものの路線の数に１

５万円を乗じて得た額とする。 



（交付の申請） 

第５条 交付対象事業者は、支援金の交付を受けようとするときは、路線バス運行継続

支援金交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） うるま市域内を運行する対象系統が確認できる書類 

（２） 売上高の減少が確認できる書類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請書等の提出があった場合は、その内容を審

査し、適当と認めたときは、支援金の交付を決定するものとする。 

２ 前項の規定により交付を決定したときは、路線バス運行継続支援金交付決定通知書

（様式第２号）により交付対象事業者に通知するものとする。 

 （支援金の交付回数） 

第７条 この告示による支援金の交付は、１回に限るものとする。 

（交付決定の取消し及び支援金の返還） 

第８条 市長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支

援金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した支援金があるときは、その

全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。 

（２） この告示又は規則に違反したとき。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、支援金に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和４年９月８日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和４年１２月３１日限り、その効力を失う。 

 （この告示の失効に伴う経過措置） 

３ 前項の規定によるこの告示の失効の際現にこの告示に基づいて交付されている支援

金に係る交付決定の取消し及び支援金の返還請求については、この告示の失効にかか

わらず、第８条の規定は、なおその効力を有する。 

 

  



様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日  

うるま市長 様 

 

申請者  所在地  

    商 号  

    代表者          ㊞ 

     

路線バス運行継続支援金交付申請書兼請求書 

 

うるま市路線バス運行継続支援金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添えて

下記のとおり申請します。また、支援金については、下記の口座に振込をお願いします。 

 

記 

 １．申請金額               円 

（内訳）    150,000 円×  系統＝     円 

なお、上記内訳に収まらない場合は、別紙（任意の様式）に記載してください。 

２．添付書類（□に「レ」のチェックを入れること。） 

□うるま市域内を運行する対象系統が確認できる書類 

□売上高の減少が確認できる書類 

□その他市長が必要と認める書類（                  ） 

３．振込先 

フリガナ   フリガナ   

金融機関名  銀行 支店名  支店 

預金種別 1:普通 2:当座 口座番号        

フリガナ  

口座名義人  

【注意】うるま市に債権者登録が無い場合は、別途「債権者登録申請書」の提出が必要

となります。 

４．問合せ先 

担当者所属・氏名  電話番号  

メールアドレス  

 



様式第２号（第６条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

      様 

うるま市長     印   

 

 

 

路線バス運行継続支援金交付決定通知書 

 

 

 年 月 日に申請のあったうるま市路線バス運行継続支援金について、うるま

市路線バス運行継続支援金交付要綱第６条第２項の規定に基づき、下記のとおり決定し

たので通知します。 

記 

 

 

 

 支援金の確定額    金         円 

 

 

 

 

 

                               

 


